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令和7年（2025年）4月1日から、妊婦を対象に産前産後期間の身体的、精神的及び経済的負担
を軽減するため、子ども・子育て支援法に基づいた「妊婦のための支援給付」を開始しました。

18歳未満の子どもの保護者または妊娠中の方に配布していま
す。協力店で割引やサービスを受けられます。協力店の検索、
割引やサービス内容の確認はあいちはぐみんネットから確認
できます。

福祉施設等を巡回する福祉巡回バスを運行しています。町民のどなたでも利用できます。
（小学生以下は、保護者の方と一緒に乗車してください）
運賃は無料です。運行日は月曜日～金曜日（祝日及び年末年始は除く）。

イベント情報や講座情報等子育てに関する情報をメールで 
お知らせします。
二次元バーコードを読み取り、空メールを送信してください。
自動返信されたら、本文内のURL をクリックし、
登録に進んでください。
※バーコードが読めない場合は、下記アドレスへ直接空メールを送信してください。
oharu@entry.mail-dpt.jp

妊娠と診断された方に「母子健康手帳」をお渡しします。母子健康手帳は、妊娠中のお母
さんと赤ちゃんの様子だけでなく、子どもの成長を記録する大切なものです。

母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」「妊婦歯科健康診査受診票」をお渡しします。
お母さんと赤ちゃんの健康を守るため、妊婦健康診査（14回）・子宮頸がん検診（1回）・妊
婦歯科健康診査( 1回)の費用を助成します。なお、県外の医療機関（日本国内）または助
産所（県内外）で受診した場合の妊婦健康診査については払い戻し制度があります。

町民税非課税世帯または生活保護世帯の者に対して、対象となる
検査の費用の自己負担額の上限 10,000 円まで助成します。

保健センター健康館すこやかおおはる　☎444-2714
役場　子育て支援課　☎444-2711

役場　子育て支援課 ☎444-2711

役場　民生課 ☎444-2711

保健センター健康館すこやかおおはる　☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる　☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる　☎444-2714
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各種情報を
お知らせします。

1回目

2回目

対　象 支給額 申請方法のご案内時期と場所
令和7年4月1日以降に妊娠届を出した妊婦等 妊婦1人につき

50,000円
原則、妊娠届時、大治町保健センター
窓口で、妊婦の方と保健師・助産師が
面談後(産科医療機関で胎児心拍確認により妊娠の判定を受けた方)

令和7年4月1日以降に生まれた子の母（妊婦等） 妊娠した胎児1人につき
50,000円

原則、こんにちは赤ちゃん訪問時、
ご自宅で赤ちゃんのお母さんと
保健師・助産師が面談後(妊娠届後の流産・死産・人工中絶した方も対象となります)

他自治体で給付金を受けている場合は対象外です。

・原則、事前予約制となります。お電話でご予約をお願いします。

妊娠したら
妊婦のための給付金 子育て家庭優待事業「はぐみんカード」

福祉巡回バス

大治町メールサービス母子健康手帳の交付

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査

低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金

大治町 LINE

https://hagumin-net.pref.aichi.jp/premium/
https://line.me/R/ti/p/@887rbuce
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お子さんが生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
持ち物：出生証明書（出生届）、母子健康手帳

産科医療機関に宿泊、または居宅に助産師等が訪問し、お母さんの心身のケアや、授乳指導、
育児相談等を行います。

大治町に住民票のある1歳未満のお子さんとお母さんで、下記のいずれかに当てはまる方

お母さんとお子さんの体調などにあわせ、次のサービスが受けられます。

・お母さんの体調管理や育児等に不安がある方
・家族などから支援が受けられない方
※医療行為が必要な方は利用できません

・お母さんの体調管理や乳房ケア
・赤ちゃんの発育・発達の相談
・沐浴や授乳等の育児に関する相談 など

・短期入所型：産科医療機関に宿泊
・居宅訪問型：助産師等がご自宅へ訪問

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする児に対して、保険診療による医療費
の自己負担相当額と食事代を、公費で負担する制度です。

母子健康手帳交付時に「産婦健康診査受診票（2回）」「産婦歯科健康診査受診票（1回）」
をお渡しします。産後のお母さんの健康を守るため、健康診査の費用を助成します。
なお、県外の医療機関（日本国内）または助産所（県内外）で受診した場合の産婦健康診
査については払い戻し制度があります。

出産したら
出生届

産後ケア事業（有料）

利用できる方

利用内容

サービス形態

大治町産後ケア事業（短期入所型）を実施している医療機関

医療機関名 利用可能期間

未熟児養育医療費給付

産婦健康診査・産婦歯科健康診査

新生児聴覚検査・乳児健康診査

こんにちは赤ちゃん訪問

役場 住民課 ☎444-2711

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

母子健康手帳交付時に、お子さんを対象とした「新生児聴覚検査受診票（生後 4週間（満
28 日）までに 1 回）」「乳児健康診査受診票（1 歳 1 か月になる前日までに1人 2 回）」を
お渡しします。なお、県外の医療機関（日本国内）で新生児聴覚検査・乳児健康診査を受
診した場合は払い戻し制度があります。

保健センターでは赤ちゃんの生まれた全ての家庭に、保健師・助産師・看護師による家庭
訪問をしています。お母さんの産後の状態・赤ちゃんの発育発達の確認をするとともに、
予防接種や健康診査のご案内をしています。

貴子ウィメンズクリニック
産後4カ月まで

産後7カ月まで

千音寺産婦人科
※千音寺産婦人科で分娩された方のみ利用可

日本赤十字社 愛知医療センター 名古屋第一病院

詳しくは、お問合せください。

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714
生後2か月から接種がはじまります。詳細はホームページでご確認ください。

予防接種
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0～1歳の育児のポイント
出生

首が座る

目で追う
おもちゃを目の前で動かしてみましょう。

ガラガラを持たせてみましょう。

おもちゃを使って、一緒に遊びましょう。

赤・青・黄色な
どの原色で、音
が出る、安全な
おもちゃを選び
ましょう♪

幼児語を使っておしゃべ
りしましょう♪
ジェスチャーも取り入れ
てコミュニケーションを。

大きくなっても
抱っこは大事♪

散歩など、外気浴を始めましょう☆
このころから、早寝早起きの習慣もつけていきましょう！

家族と、家族でない人の違いが分かるようになっ
てきます。順調に成長しているしるしです。
この時期に見られる発達なので、気長に付き合
いましょう。

大人があいさつなどの、見本を見せてあげま
しょう♪
大人のまねが好きな時期です。まねっこ遊び
をしましょう。

赤ちゃんに、たくさん話しかけてあげてください。

見えない方向から声をかけてみましょう。

両手を合わす

手を伸ばす→おもちゃを取る→しばらくつかめる

あー・うーと声を出す→声を出して笑う

音に振り向く

昼と夜の区別がつく

人見知り
後追い

バイバイをする

パパ・ママなどを言う

寝返り
1人で座る

ハイハイ
つかまり立ち→つかまり歩き

うつ伏せ遊びをしましょう☆

大きな
運　動

細かな
運　動

言　葉

社会生活

3カ月 6カ月 9カ月 1歳

★乳児期の発達と関わり方★

P11

この時期から5～6歳ころに完成する生活リズムは、一生涯
に渡る生活リズムや体・脳の発達に大きく影響します。
朝は同じ時間に起こし、寝る時間、食事の時間を決め生活
リズムを作りましょう。大人のリズムに合わせてしまってい
るなら、この時期に変えていきましょう。

★生活リズム

赤ちゃんの時期は泣いたらまずは抱っこして、泣いている
原因を探ってみましょう。
自分で動き回り、一人で遊べるようになっても抱っこは
大切なスキンシップですので、親子のふれあい遊びを楽し
みましょう。

※発達は、 あくまで目安です。

10か月頃になると、大人のマネを始めるようになります。あ
いさつや、生活動作を少しずつ見て学びます。スマートフォ
ンの使い方や触らせる時期は賛否両論ありますが、使って
よいもの悪いもの、大人のもの子どものもの…少しずつ
ルールを決めましょう。

赤ちゃんがことばを獲得していくには、大人からのたくさ
んの言葉かけが必要不可欠です。たくさんのことばのシャ
ワーを浴びることで、1歳を過ぎたころから意味があるよう
なことばを話し始めます。わかりやすく、単語でたくさん話
しかけてみましょう。

★抱っこ

★こころ

★ことば

動き始めます、安全な環境を作
りましょう！あまり手を貸しす
きず、子どもの力で自由に遊ば
せてあげましょう。
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★幼児期の発達と関わり方★
1歳 1歳3カ月 1歳 6カ月 1歳 9カ月 2歳 2歳3カ月 2歳 6カ月 2歳 9カ月 3歳

※発達は、 あくまで目安です

大きな
運　動

細かな
運　動

言　葉

社会生活

歩き始める →　走る

なぐり書き

積み木を 2つ積む　→　積み木を 4つ積む

物をつまむ

身体部分の言葉を指し示す

尿意がわかる 昼は自分の意思で排尿できる

上着を脱ぐ →　上着を着る

手を洗い、拭く

自己主張が強まる

簡単なお手伝いをする → 大人の指示に従える

だれにでもわかる言葉で話す

指さし

2語文

パパ・ママなどを言う → パパ・ママ以外に 3 ～ 5 語

ボタンがかけられる

階段上り

ボールを蹴る  →  ボールを投げる

両足で跳ねる

目を離さないように気を付けましょう！

ボールを追いかける意識が出てきます。ボールを相手にパスできるのは、
相手との信頼関係が築けているということです。一緒にボール遊びをしましょう！

新聞を敷いて、環境を整えて、ぐちゃぐちゃ描きで
自由に遊ばせてあげましょう。

マンマ・ブーブーなど幼児語を
使って、おしゃべりしましょう♪
ジェスチャーも取り入れながら
コミュニケーションを。

言葉では伝わりにくい時期です。
指示は、行動やサインで示しましょう。
危険な時は、大人が体で止めましょう！
ルール作りを始めましょう☆
一貫性のある関わりをしましょう。

イヤイヤ言うときには、静かなところに移動しましょう。
子どもの安全を確保し、少しお母さんもその場を離れて
落ち着きましょう。落ち着いて話ができるようになったら、
だめなことはだめと伝えましょう。

できないところを手伝って、自分でできる
ことは子どもにさせましょう。
やる気が出る言葉かけをしましょう。

パパ、いた わんわん、いた などしゃべり始めたら、できるだけ受け答えを♪ゆっくり聞いてあげてください♪

そろそろトイレトレーニング開始♪子どものサインをキャッチしましょう！

おめめ、おくちなど、示してあげましょう。

子どもが指すものに対して、「そうだね、わんわんいたね～」などと
言葉をつけてあげましょう♪

声掛けしながら一緒に遊んでみましょう♪

親指と人差し指でつまめるようになります。

ジャンプで一緒にピョンピョン跳ねましょう♪子どものペースでたくさん歩きましょう♪
外遊びもたくさんしてください。
追いかけっこもしてみましょう♪
遊びながら経験を増やしましょう。

大きい・小さい、長い・短い、
高い・低い、赤・青・黄・緑など
がわかるようになります。
生活の中で、覚えられるよう
に声掛けしましょう♪

言葉が聞き取りにくい時は、
食事やおやつで硬いものを
よく噛むようにしたり、細い
ストローで吸う練習、ラッパ
を吹くような遊びを取り入れ
てみましょう！
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1～3歳の育児のポイント

車内放置しないで!

子どもを自動車内などに残していかないで子どもを自動車内などに残していかないで

起床・就寝のリズムを作るのにポイントとなるのは、毎朝同
じ時間に起こすことです。前の日の寝る時間が遅くなって
しまっても、翌朝は同じ時間に起こすように心がけましょ
う。早起きした日やたくさん遊んだ日はいつもよりもお昼
寝が長くなったり夕方に眠くなると思いますが、お昼寝は
16時前までに終わらせましょう。

1歳で単語、2歳で2つの単語がつながったことば（2語文）、3歳では3つの単語がつながった
ことば（3語文）が目安となりますが、成長には個人差が大きいです。
まずは、大人がたくさん声掛けをして、ことばでのコミュニケーションを楽しみましょう。
また、ことばをたくさん覚えて、話せることばがどんどん増えても、ことばの意味を理解で
きていないこともあります。文章ではなく、単語を中心に分かりやすく端的に話すと伝わり
やすいです。
伝えたい気持ちが沸いてくるのに、まだまだ大人に
伝えきれないこの時期は、かんしゃくも増える傾向が
あります。かんしゃくの時は「〇〇したかったんだよ
ね」など、子どもの気持ちの代弁をしましょう。こうい
う時は、こう話せばいいんだ！と、わかってくるとこと
ばの伸びとともに、かんしゃくも落ち着いてくるとい
われています。

子ども（乳幼児）は体温調節機能が未熟なこともあり、自
動車内など内部の気温があがりやすい環境では、短時間
でも熱中症の危険性が高まります。「眠っているから」
「少しだけ」と子どもを自動車などに乗せたまま、その場
を離れると思わぬ事故につながり大変危険です。
自分で身を守ることができない子どもを守るのは大人の
役割です。十分な気配りを忘れないようにしましょう。

まずは、おしっこのタイミングを確認します。排尿間隔が1
時間以上空いて来たら、トイレやおまるに誘ってみましょ
う。トイレに行くことができた、トイレに座ることができたと
ころをほめてあげましょう。叱ったり、がんばって覚えさせ
るものではないので、その子のペースで進めます。トイレで
おしっこ・うんちをするのは気持ちがよいと教えていきま
しょう。

歩けるようになり、活動範囲が広がると屋外での事故も増
えてきます。周囲を確認せず興味があるものへ走っていっ
てしまうので、お店の駐車場でも注意が必要です。外では
必ず手をつないで歩く、自分で車のドアを開けないなどの
お約束や、年齢に合わせた交通ルールを教えましょう。

なんでも自分でやりたがり、大人のやっていることも積極的にマネしたがります。上手にで
きなくて時間がかかっても、ほめたり、「ありがとう、助かったよ」などのことばをかけたり、
約束を守れた、我慢できた、そんな時には積極的にほめてあげましょう。
いたずらなど、やめてほしいことがある時は、「〇〇しないで！」よりも、してほしいことを「〇
〇してね」と伝えるとわかりやすく、行動にも移しやすくなります。
また、大人の使うものへも興味津々な時期ですが、大人の物、子どもは使ってはいけないも
のはしっかり分けて、家庭内でのルール作りも心がけましょう。

★生活リズム ★ことば

★トイレトレーニング

★事故予防

★こころ



P16 P17

楽しく育てるためのポイント

愛着形成 ルール作り

集団生活の始まりになる時期!

絵本デビューしましょう

生活習慣を身につけましょう

出生 3力月 6力月 9力月 1才 3才2才 2才3力月 2才6力月 2才9力月

1才 2才 3才 4才1才3力月 1才 6力月 1才 9力月

○遊んであげる、学ばせるという姿勢ではなく、子どもと
　一緒に遊びを楽しみ見守っていく気持ちが大切です！
○話しかけながらスキンシップをとりましょう。抱っこ、ほ
　おずり、ほっぺにチューなど。
○家事や育児を全部完璧にこなすのは難しいです。がんば
りすぎずに、子どもと一緒に楽しみましょう。

○一貫性を持ち、1度決めたお約束は必ず守りましょう。泣いてもルールは曲げずに、繰
　り返すことで子どもも覚えます。ルールを守れたり、がまんができたらその分たくさ
　んほめてあげましょう。
○協調性が芽生えてくるので、友達とのおもちゃの貸し借りや、ブランコなどの遊具を
　待つことができるようになります。待てるような声掛けをしましょう。
○テレビ・DVD・ゲームなどは時間を決めて遊びましょう。文字盤のある時計や、音の
　出るもの（ベル・タイマーなど）を使う
とわかりやすいです。お約束を守れ
た時にたくさんほめてあげましょう。
　ごほうびシールも効果的です。

○慣れない集団生活でがんばっています。帰ってきたら話を聞いて、がんばったねと、ほ
　めてあげましょう。
○だめなことはだめとしっかり話し、家でのルールづくりをしましょう。子どものストレ
　スがたまっているようなら大きな声を出したり思
　いっきり走り発散させてあげましょう。その後には
　「すっきりしたね」と言葉かけをしてあげましょう。
〇ごほうびはお菓子やおもちゃではなく、両親がほめ
てあげたり、ごほうびシールや一緒に色塗りをする
　など、とりひきをしないようにしましょう。

○始めは絵本を読んであげても勝手にめくってしまったり、おもちゃのように扱います
　が、少しずつお話を聞くようになります。
　絵本の読み聞かせをすることで、しっかりお話が聞ける子どもになります。

○トイレトレーニング、着替えなど、自分のことはできるだけ自分でできるようほめた
　り言葉かけをしてあげることで、やる気を持たせてあげましょう。失敗しても、責め
　たり叱ったりすることは避けましょう。子どものやる気をキャッチして、応えてあげ
　ましょう！
○生活リズム＝脳のリズム！成長発達に必要なホルモン分泌促進、情緒安定のためにも
　大切です。



P18 P19

集団生活に向けて心がけたいポイント
～よくある相談から～

集団生活の中で、1番大切なのは規則正しい生活です。
入園すると、毎朝同じ時間に登園し、遊ぶ時間も決められた時間。
まずは今の起床時間で登園時間に間に合うのか考えてみましょう。
①出発時間から逆算して、余裕のある起床時間を決めましょう。
②土日の起床時間、就寝時間もできるだけ平日に合わせましょう。
お父さんと一緒に寝たい！と駄々をこねて寝るのを嫌がる時もあ
るでしょうが、眠気には勝てません。昼間、公園などでたくさん
遊ばせて、夜はぐっすり眠れるように心がけましょう。

まだまだ1人だけでは身支度を整えるのは難しいですが、記憶力も良くなり、見通しを持って
行動することもできるようになります。
朝の支度は顔を洗う、トイレに行く、ご飯を食べる、歯磨きをする、着替える…など、毎日同じ
ように教えると、自分なりに考え流れに沿って行動できるようになります。
また、イレギュラーな行動は子どもを混乱させることにもなります。
大人が一貫性を持った関わりをすることも、とても大切なことです。

入園すると、1対1のやり取りではなく先生1人の指示で、みんなと同じ行動を求められます。
周りのことに興味が向きやすい子は、なかなか同じように行動できないことも…。しっかり者
タイプの子の中には、聞かれていることよりも自分のことを話したい気持ちが強くコミュニ
ケーションが取りにくい、お友達が使っているおもちゃ
でも、片付けの時間だからと、どんどん片付けてしまう
…などの相談が多いです。
そういった子は、言い方を工夫したり、環境を作ってあ
げることが大切です。工夫点は個々に違うので、まず
はお気軽にご相談を。

ことばや理解力の発達は日常生活の中で伸びていきます。言わせようと教え込むのではなく、
自然と「おやつの数を数えてみる、どっちが多いかあててみる」「パパのお箸と自分のお箸の長
さを比べてみる」「服を着るときに色の名前を聞かせる」など…毎日の生活動作の中でも、きっ
かけになることはたくさんあります。
無理やり言わせようとせずに、繰り返し大人が口にして聞かせてあげることから始めましょう。

入園までにオムツを取りたいというお話もよく聞きます。
トイレトレーニングは、せかして教えてやれることではないですが、
気にかけて手をかけないとなかなか進みません。
入園まで時間がないので焦る気持ちもありますが、失敗しても叱らず
気長に声をかけましょう。
声をかけるタイミングは、遊んでいたり何かに夢中になっている
最中だと、トイレに行くことが嫌いになってしまいます。お昼寝
から起きておやつを食べる前、お風呂に入る前など、次の行動に
移るタイミングで声をかけると嫌がらずに行けます。
成功しても、しなくても、まずはトイレに行けたことをほめてあ
げましょう。

朝、決まった時間に起きられない… 自分の身の回りのことができません…

落ち着きやお友達との関係が心配…

ことばがゆっくりです…

オムツが外れていません…

乳幼児相談・ことばの相談・発達相談は毎月実施しています。
入園後でも相談できますので、

気になることがあれば保健センターにご相談ください。
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以下の健康診査（集団）を実施しています。
・1歳 6か月児健康診査 ・2歳児歯科健康診査　・3歳児健康診査
※詳細はホームページでご確認ください。

以下の相談を実施しています。
・ことばの相談　・発達相談 ・乳幼児相談 ・栄養相談 ・母乳相談 ・歯みがき相談
※詳細はホームページでご確認ください。

発育・発達 ひとり親家庭等
健康診査等 児童扶養手当

愛知県遺児手当

大治町遺児手当

母子・父子家庭医療費助成制度母子・父子家庭医療費助成制度

キャリアカウンセリング事業

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

相談

親子教室

かがやき園（親子通園療育）

発達検査

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

役場 子育て支援課 ☎444-2711

役場 子育て支援課 ☎444-2711

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

保健センター健康館すこやかおおはる ☎444-2714

社会福祉協議会　児童センター（総合福祉センター内） ☎441-1781

愛知県青い鳥医療療育センター（名古屋市西区） ☎501-4079
海部児童・障害者相談センター（津島市） ☎0567-25-8118

親子教室は子育てや発達が気になる保護者の方とお子さんを支援する教室です。
小さい集団の中で親子で遊びながら、お子さんに合った関わりを学ぶことを目的としています。
また他者や他児と遊ぶことで、家庭では経験できない人との関わりを学ぶことができます。
教室では保健師や保育士・臨床心理士等がいますので、育児の困っていることや心配なこと
などご相談ください。詳細はお問い合わせください。

父母の離婚や死亡等により18歳以下の児童を育てているひとり親家庭及び父母に重度の障害
のある家庭で所得が一定額未満の方に支給されます。

児童扶養手当の受給状況により5年間支給されます。所得が一定額未満の方に支給されます。

役場 子育て支援課 ☎444-2711

役場 保険医療課 ☎444-2711

役場 子育て支援課 ☎444-2711
海部福祉相談センター　地域福祉課 ☎0567-24-2111

愛知県母子家庭等就業支援センター（名古屋市） ☎915-8824
対応時間 9:30~16:30

■予約先

児童扶養手当の受給状況により5年間支給されます。所得が一定額未満の方に支給されます。

ひとり親家庭の人の保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。
ただし、所得制限があります。また、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担につい
ては助成の対象となりません。

ひとり親及び寡婦の方を対象に就職についての相談に応じます。
大治町役場までキャリアカウンセラーが出向きます。

ひとり親の方の生活の安定のため、暮らしに必要な資金の貸付を愛知県が行っています。
生活資金、住宅資金、転宅資金、修学資金、修業資金、事業開始資金等

発達がゆっくりな満1歳～小学校就学前の子どもと保護者が親子で通園します。希望の方は事
前に見学が必要です。

発達の度合いを調べ、今後の養育に役立てます。希望の方は事前に予約が必要です。
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認定こども園の保育利用者（2・3号認定）を含みます。これらの施設を利用するには、
保育の必要性があり、2・3号認定が必要です。

保育所等
保育所

認定こども園・幼稚園

保育料の無償化

保育料の無償化

預かり保育料の無償化

■償還払いの手続き方法（イメージ）対象になるには

十分な預かり保育が提供されない
施設の場合

1

1

1

3

2

4

6

5

2

給食費について3

2 給食費について

3～5歳児クラスの保育料が無償化されます。なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費、
などは無償化の対象となりません。

施設を利用するには、1号認定が必要です。

3～5歳児クラスの給食費は無償化の対象にはならないため、直接保育所などにお支払い
いただくことになります。

3～5 歳児クラス
無償

無償化対象外

【無償化給付の受け方】現物給付（市区町村が施設に支払います）

※年収360万円未満世帯及び第3子以降（年齢：制限あり）は、副食費が免除されます。

※年収360万円未満世帯及び第3子以降は副食費が免除されます。

0～2 歳児クラス
住民税非課税世帯の場合

0～2 歳児クラス
住民税課税世帯の場合

子どもの年齢 保育料

子どもの年齢

満3～5歳児クラス
保育料

無償

保護者負担※
主食費（ごはん・パン・めんなど）

副食費（おかず・おやつ・ミルクなど）

3～5歳児クラス

給食費として
保護者負担※

主食費（ごはん・パン・めんなど）

副食費（おかず・おやつ・ミルクなど）

保育料として
保護者負担

0～2歳児クラス

満3～5歳児クラスの保育料が無償化されます。なお、預かり保育料（❷を除く）、給食費
（免除対象者を除く）、教材費、行事費、通園送迎費などは無償化の対象となりません。

市区町村から「保育の必要性の認定」（新2・3号認定）を受けた場合に、預かり保育料について
11,300円／月（※満3歳児クラスの新3号認定の場合は16,300円／月）まで無償（償還払い）に
なります。（無償化される額は450円×利用日数です）

1号認定に加えて、新2・3号認定を
受ける必要があります。必要な書類
を準備し、申請してください。

家庭 施設など 市区町村

●受理

サービスの利用

利用料の支払い

領収書や提供した内容の証明書を発行

給付申請

利用料を償還

利用料の請求

認可外保育施設なども併せて利用
できます。複数利用の場合も、無償
化の上限は11,300円／月
（上記※は16,300／月）です。

これまでどおり認定こども園にお支払いいただきます。

【無償化給付の受け方】償還払い（いったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受けます）

【無償化給付の受け方】現物給付（市区町村が施設に支払います）
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保育園（私立） 認定こども園（私立）

小規模保育（私立）

就労や病気などのため、児童を日中家庭で保育できない保護者に代わって、
児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

1・2歳児を対象とした少人数の単位で子どもを預かる施設です。

申込・問合せ先 役場 子育て支援課 ☎444-2711
認定こども園の教育のみ施設

施設見学 　　各施設まで
※4月からの入園は前年に広報・ホームページでお知らせします。

大治町大字北間島字屋敷94番地
6カ月～5歳児
平日7:15～19 :15
土曜7: 15～13 : 00

441-3114
住所
対象児童
保育時間

TEL

大治町大字砂子字中割28番地
3カ月～5歳児
平日7:00～19 :00
土曜7:00～15 : 00

432-0781
住所
対象児童
保育時間

TEL

大治町大字花常字郷浦49番地の1
6カ月～5歳児
平日7:15～19 :15
土曜7:15～13 : 00

485-8521
住所
対象児童
保育時間

TEL

大治町大字西條字松下3 3番地の9
1・2歳児
平日7：30～19：30
土曜7：30～13：00

445-1354
住所
対象児童
保育時間

TEL
大治町大字堀之内字郷中4 0 0番地の2
1・2歳児
平日7：30～19：30
土曜7：30～13：00

444-1662
住所
対象児童
保育時間

TEL

大治東保育園

大治南保育園

大治はなつね保育園

きっずフレンド大治園 きっずフレンドわかば園

大治町大字西條字土井ノ池35番地の2
<保育>8カ月～5歳児
<教育>3歳到達の翌月～5歳児
<保育>平日7：15～19：15  土曜7：15～13：00
<教育>平日9：00～15：00 ※預かり保育～18：00

442-0385
住所
対象児童

保育時間

TEL
幼保連携型認定こども園大治幼稚園

大治町大字三本木字堅田46番地
<保育>8カ月～4歳児（令和8年度）
<教育>3歳到達の翌月～4歳児（令和8年度）
<保育>平日7：15～19：15  土曜7：15～19：15
<教育>平日9：00～15：00 ※預かり保育～18：00

433-3722
住所
対象児童

保育時間

TEL
三本木こども園
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幼稚園（私立）

町内には2園の私立幼稚園があります。
授業料や入園料、願書の提出等お問い合わせは各園へご連絡ください。

子どもの預かり
一時預かり保育

子育て短期支援事業（ショートステイ）

病児・病後児保育

ファミリー・サポート・センター

問合せ先　役場 子育て支援課 ☎444-2711

住所 大治町大字三本木字屋形106番地 ☎444-7005

会員登録・問合せ先 あまっ子はるっ子ふぁみさぽセンター事務局
あま市七宝公民館内 ☎462-0150

利用については、事前に各施設にお尋ねください。

町内在住の18歳未満の児童を一時的に施設で養育します。（有料。減免有）

児童養護施設あいさんテラス（津島市中一色町東郷166番地）
衆善会乳児院（名古屋市中区新栄1丁目33番11号）
ファミリーホーム ケチャップハウス（大治町）

生後10カ月から小学校6年生までの児童で病気又は病気回復期に
ある児童を、一時的に保育します。（有料。減免有）
あらかじめ登録が必要となります。

子育ての援助をしてほしい人と援助をしたい人が会員となって、送迎や自宅での預かりなど
一時的な子育ての助け合いを行います。（有料）
生後4カ月から小学校6年生までの子がいるあま市内、大治町内在住か在勤の方
※登録説明会の受講が必要です。

医療法人葉倫会 みきクリニック（ポニールーム）

町内在住で認可保育所に在籍していない1歳以上の未就学児童（有料）

施設名

幼保連携型認定こども園大治幼稚園

大治東保育園 北間島字屋敷94

西條字土井ノ池35-2 442-0385

441-3114

三本木こども園 三本木字堅田 46 433-3722

所在地 電話番号

■対象児童

■お預かりする施設

■登録先・お預かりする施設

■実施施設

大治町大字砂子字高越1716番地
3歳到達の翌月～5歳児

444-2362
住所
対象児童

TEL
大治いずみ幼稚園

大治町大字北間島字宮西35番地
3歳到達の翌月～5歳児

442-1718
住所
対象児童

TEL
ずいよう幼稚園
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子どもの心配事・相談
育児の悩み こども家庭センター

DVの悩み

子どもの発達の悩み

就学の悩み

Q.  子育てが上手くいかない。どうしたらいいの？
       ・子ども家庭支援員や保健専門員が子育ての悩みの相談にのります。

Q.  夫にDVを受けた。どこに相談すればいい？
　　 ・女性相談員が相談にのります。

児童福祉と母子保健の一体的な支援をする機関です。
妊娠期から子育て期の不安や悩みなどお気軽にご相談ください。

Q.  言葉が遅れてる？お友達とコミュニケーションが上手く取れていないかも。
・児童心理司が相談にのります。

Q.  落ち着きがないけど、小学校に入ったら上手くやっていけるかしら。
・小学校入学前のお子さんで学校生活に不安がある方。ご相談ください。

・保健師や臨床心理士が相談にのります。

・専門相談員が相談にのります。

役場　子育て支援課内 こども家庭センター　☎444-2711 役場　子育て支援課内 こども家庭センター　☎444-2711

海部福祉相談センター（津島市）　☎0567-24-2134
愛知県女性相談センター（名古屋市） ☎962-2527

育児もしもしキャッチ　☎0562-43-0555
火曜～土曜（祝日・年末年始除く）17：00～ 21：00

海部児童・障害者相談センター（津島市）　☎0567-25-8118

保健センター健康館すこやかおおはる　☎444-2714
児童発達支援センター育つ力 ☎441-1500

役場　教育委員会　子ども応援本部 ☎080-4338-3969
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虐待の悩み
■「子ども虐待」を知っていますか？ ■夫婦喧嘩

■「もしかして…」を通告するのは、すべての国民の義務です

匿名の通告でも
受け付けられます

手遅れになる前に迷わず相談・通告を！

児童相談所全国共通ダイヤル
いち

1 8 9
はや く

発信元の市内局番などから管轄の
児童相談所につながります。

こんなときはすぐに

を！110

番へ

虐待の現場を
見ていなくても
構いません

■「しつけ」のつもりで虐待になっていませんか？

身体的虐待 ネグレクト（養育保護義務の拒否・怠慢）

心理的虐待 性的虐待

子ども虐待は大きく4つに分けられますが、これらが重複して起きていることが
少なくありません。

夫婦喧嘩も心理的虐待になることがあります！

●首を絞める、殴る、蹴る、
　投げ落とすなどの暴力
●逆さづりにする
●やけどをさせる
●溺れさせる
●冬に戸外に閉め出す
●意図的に子どもを病気にさせる　など

●適切な衣食住の世話をしない
●家に閉じ込める（学校に登校させない など）
●医療ネグレクト（病気になっても病院へ
　連れて行かない など）
●子どもを家や車中に長時間放置する
●子どもの情緒的欲求を無視する
（愛情遮断 など）
●同居人の虐待の放置など

●大声や言葉による脅かし、脅迫など
●子どもの心を傷つけることを言う
●子どもを無視したり、拒否したりする
●他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
●子どもの前で配偶者などにDV
　（暴力、暴言、無視など）をする　など

しつけとは、子どもに社会性を持たせ、自立させるために行う家
庭内での教育のことです。大人の都合や期待を押しつけ、体罰や
言葉で責めたてて従わせることはもちろん、発達段階を無視した
早期教育などの不適切な行為は、「しつけのつもり」でも、子ど
もにとって有害ならば「虐待」になります。そして、どのような理
由があっても、それらの行為が正当化されることはありません。

●夜遅くに、幼児が一人で外にいる
●異常などなり声や叫び声、物音、激しい泣き声が聞こえてくる
●子どもがひどいケガをしている

子どもの命に関わる、もしくは障害を残す危険が
あるなど、早急に保護をする必要がある場合は、
普察へ通報しましょう。

●性的ないたずらを強要・教唆する
●性的関係を強要する
●性器や性交を見せる
●ポルノグラフィーの被写体にする　など

DVという言葉を聞いたことがあるでしょうか。配偶
者に対する暴力や、それに準ずる有害な言動がDV 
です。深刻な事態に到る例もある一方で、単なる夫 
婦げんかと考えて当事者がDVに気づかないことも
多いのですが、子どもにとっては大人が考えるより 
もはるかに大きなストレスとなり、その後の成長に 
悪影響を与えかねません。そのため、子どもが同居 
している家庭でのDVや家族などへの暴言暴力、子ど
も自身に対することばによる脅かしや無視など、著
しいショックを与えるような言動は心理的虐待と位
置づけられています。
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子ども応援本部
大治町子ども・若者相談窓口

救急

ヤングケアラーに関する
相談窓口

子ども応援本部 子ども・若者相談窓口

大治町では、就学しているお子さんから、30歳代までの若者とそのご家族の方を対象とした
相談窓口を設置しています。
ひとりひとりの状況に合わせた支援を考え、ご本人またはご家族の意思を尊重しながら、他の
関係機関と連携し解決に向けた支援と継続的なサポートを行います。

救急要請

津島市莪原町字郷西37 ☎0567-25-5210

開所状況に関しては、ホームページで確認してください。

ホームページで検索

☎263-1133 （24時間、365日開設）

☎090-2136-3858
21 : 00 ～ 24： 00

#8000　または　☎962-9900
19：00～翌朝 8：00

http://www.qq.pref.aichi.jp/

http://amaq.sakura.ne.jp/

内科・小児科 平日
土曜

当面の間、休診

9：00 ～ 11：30

9：00 ～ 11：30

13：00 ～ 16：30

14：00 ～ 16：30

※夏季 15：00から10 分間休憩

日曜・祝日・年末年始

日曜・祝日・年末年始歯科

けいれんが止まらない、物をのどにつまらせたなど、緊急性が高いと判断したときは、迷わ
ず救急車を要請してください。一方で症状の軽い方が安易な救急要請をすることは望ましく
ありません。救急車の適正利用にご協力をお願いします。

海部東部消防署（あま市 ☎442-0119）119番

ケアラー当事者やまわりの大人、関係者からの相談を受け付けます。

※ヤングケアラーとは
　法律上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うような家事や家族の世話などを
　日常的に行っている18 歳未満の子どもとされています。

相 談 員 ライフコンダクター・教育支援相談員
　　　　 スクールカウンセラー等

相 談 員 臨床心理士

受付時間 平日 9:30～12:00
　　　　　　　13:00～15:00

相談対象 就学前および就学しているお子
　　　　 さんとその家族

相談対象 概ね15歳から39歳までの
　　　　子ども・若者又はそのご家族
予約受付 平日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　 9:30～15:30
相　 談 毎週水曜（祝日・年末年始を除く）
　　　　　 9:00~12:00
　　　　 13:00～16:00

☎080－4338－3969
☎090－3904－6145

○学校に行けない
○学習やコミュニケーションに関する心配
○両親や先生、 友達に相談できない悩み
○お子さんの成長や発達、体調など体に
　かかわる心配や悩み
○お子さんとの接し方に関する悩み

○誰とも話したくない
○働くための一歩が踏み出せない
○働いていない子どもの将来が不安

役場　子育て支援課又は学校教育課 ☎444-2711

海部地区急病診療所（津島市）

小児救急電話相談（夜間の医療相談 看護師等が対応します）

あいち救急医療ガイド （病院や診療所を探すことができます）

愛知県救急医療情報センター（時間外でも診てもらえる医療機関の紹介）

くすり安心電話 津島海部薬剤師会事務局（薬・医療用品等に関する緊急の相談）






